
新型コロナウイルス感染症の感染症法での類型が変更になりました。 

感染症法上の類型と主な対応・措置について以下のとおりです。  

○感染症法上の類型と主な対応・措置 

種型 疾患 主な対応・措置 

一類感染症 感染力，罹患した場合の重篤性に基づく総合的

な観点からみた危険性が極めて高い感染症

（エボラ出血熱，痘瘡，ペスト等） 

入院  

（都道府県知事が必要と認めるとき） 

・消毒等の対物措置 

・交通制限等の措置が可能 

二類感染症 感染力，罹患した場合の重篤性等に基づく総合

的な観点からみた危険性が高い感染症 

 （結核，ジフテリア等）

入院 

（都道府県知事が必要と認めるとき） 

・消毒等の対物措置 

三類感染症 感染力，罹患した場合の重篤性に基づく総合的

な観点から危険性が高くないが，特定の職業へ

の就業によって感染症の集団発生を起こし得

る感染症 

（腸管性大腸菌感染症，細菌性赤痢等） 

特定職種の就業制限 

（都道府県知事が認めるとき） 

・消毒等の対物措置 

四類感染症 人から人への感染はほとんどないが，動物，飲

食物等の物件を介して感染するため，動物や物

件の消毒，廃棄などの措置が必要となる感染症 

（レジオネラ症等） 

動物の措置を含む消毒等の対物措置 

五類感染症 国が感染症発生動向調査を行い，その結果等に

基づいて必要な情報を一般国民や医療関係者

に提供・公開していくことによって，発症・拡

大を防止すべき感染症   

（インフルエンザ，感染性胃腸炎等） 

感染症発生状況の収集，分析とその結

果の公開，提供 
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新型インフルエ

ンザ等感染症 

新たに人から人に伝染する能力を有すること

となったインフルエンザ等であって国民が免

疫を獲得していないことから，全国的かつ急速

な蔓延により国民の生命及び健康に重大な影

響を与えるおそれ（新型インフルエンザ，再興

型インフル，新型コロナウイルス感染症（2類

相当），再興型コロナウイルス感染症） 

入院 

（都道府県知事が必要と認めるとき） 

・消毒等の対物措置 

・政令により一類感染症相当の措置も

可能 

・感染した恐れのある者に対する健康

状態報告要請，外出自粛要請 等 

（「感染症の分類と考え方」 厚生労働省資料より抜粋） 

新型コロナウイルス感染症は5類へ移行したことで， 

新型コロナ患者は，法律に基づく外出自粛は求められません。 

新型コロナ患者の「濃厚接触者」として保健所から特定されません。また外出自粛 

は求められません。 

高齢者施設等においては，重症化リスクが高い高齢者が多く生活していることから，引き続き感

染対策の徹底，医療機関との連携強化，療養体制の確保に努めましょう。 
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感染症対策フロー 
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